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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車体後方側にステアリングホイールが装着されたステアリングシャフトと、
前記ステアリングシャフトを回転可能に軸支するコラムに取付けられた車体取付けブラケ
ットと、
前記車体取付けブラケットのフランジ部を挟持する上下一対の上側挟持板と下側挟持板を
有し、車体に固定される左右一対のカプセルと、
車体前方側への所定の衝撃力で前記カプセルから離脱可能に前記フランジ部を前記カプセ
ルに連結する連結手段と、
前記カプセルの底面に開口したテーパー状の孔に、ガイドブラケットの円筒部が固定され
ており、前記ガイドブラケットは、前記フランジ部の車体前方側端面よりも車体前方側に
、コラプス移動距離よりも長く延びる車体前方側延長部を備え、前記車体前方側延長部が
、前記フランジ部をコラプス移動端まで案内し、
前記孔は、前記ガイドブラケット側が小径のテーパー状であることを特徴とするステアリ
ング装置。
【請求項２】
前記フランジ部および前記カプセルは合成樹脂で連結されていることを特徴とする請求項
１に記載のステアリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明はステアリング装置、特に、二次衝突時に、コラムがステアリングシャフトと共
に、車体から車体前方側にコラプス移動して衝撃荷重を吸収するステアリング装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　車両用のステアリング装置では、カプセルと車体取付けブラケットのフランジ部が、合
成樹脂の剪断ピンで連結され、衝突時の衝撃で剪断ピンが剪断して、コラムが車体取付け
ブラケットのフランジ部と共に車体前方側に移動してカプセルから離脱し、衝突時の衝撃
エネルギーを吸収して、運転者の安全を確保するようにしている。
【０００３】
　このようなカプセルを備えたステアリング装置では、二次衝突時にコラムが車体取付け
ブラケットのフランジ部と共に車体前方側に移動すると、カプセルは車体側に残り、フラ
ンジ部がカプセルから離脱する。その結果、コラム及びステアリングホイールが車体から
離れて車体下方側に脱落する。そのため、カプセルから離脱後のコラムの円滑なコラプス
移動が損なわれて、衝突時の衝撃エネルギーの吸収が不十分になる恐れがある。また、ス
テアリングホイールが車体下方側に脱落するため、二次衝突後のステアリングホイールの
操作が出来なくなる。
【０００４】
　特許文献１及び特許文献２に開示されたステアリング装置は、二次衝突時に、車体に固
定された固定ブラケットに案内されて、コラプス移動ストロークの全長にわたって、コラ
ムが車体前方側にコラプス移動するようにしている。従って、コラムが車体下方側に脱落
することなく、円滑にコラプス移動し、衝突時の衝撃エネルギーを円滑に吸収して、運転
者の安全を確保するようにしている。しかし、特許文献１及び特許文献２に開示されたス
テアリング装置は、コラムをコラプス移動ストロークの全長にわたって案内する固定ブラ
ケットが大型化して構造が複雑になるため、固定ブラケットの重量が大きくなり、製造コ
ストが上昇してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２８０６５４号公報
【特許文献２】特表２００７－５０４９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は安価でありながら、二次衝突後のステアリングホイールの操作を可能にしたス
テアリング装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために、車体後方側にステアリングホイールを装着するステアリング
シャフトと、ステアリングシャフトを回転可能に軸支するコラムに取付けられた車体取付
けブラケットと、車体取付けブラケットのフランジ部を挟持する上下一対の上側挟持板と
下側挟持板を有し、車体に固定される左右一対のカプセルと、車体前方側への所定の衝撃
力で前記カプセルから離脱可能にフランジ部をカプセルに連結する連結手段と、カプセル
の底面に開口したテーパー状の孔に、ガイドブラケットの円筒部を挿入して、カシメもし
くは圧入で固定し、ガイドブラケットは、フランジ部の車体前方側端面よりも車体前方側
に、コラプス移動距離よりも長く延びる車体前方側延長部を備え、車体前方側延長部が、
フランジ部をコラプス移動端まで案内することを特徴とするステアリング装置。また、前
記連結手段は合成樹脂による射出成形であることを特徴としている。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明のステアリング装置は、車体取付けブラケットのフランジ部を挟持する上下一対
の上側挟持板と下側挟持板を有するカプセルと、フランジ部の車体前方側端面よりも車体
前方側に、コラプス移動距離よりも長く延びる車体前方側延長部を有するガイドブラケッ
トを備えており、この車体前方側延長部がフランジ部をコラプス移動端まで案内する。
【０００９】
　本発明は安価でありながら、車両への組付性を良好にすることが可能になり、車体取付
けブラケットはカプセルから脱落することなく、コラプス移動距離だけ、コラプス移動端
まで円滑にコラプス移動することができ、衝突時の衝撃エネルギーを円滑に吸収し、運転
者の安全を確実に確保することができる。また、車体取付けブラケットがカプセルから脱
落しないため、二次衝突後においても、ステアリングホイールの操作が可能となるため、
車を操縦して、安全な場所に退避する等の運転操作を行うことができる。さらに、輸送時
の外力によるガイドブラケットのずれを防止し、振動によるガタ付きによる異音の発生も
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例１のステアリング装置の全体斜視図である。
【図２】本発明の実施例１のステアリング装置の要部を車体上方側から見た斜視図である
。
【図３】ガイドブラケット単体の斜視図である。
【図４】本発明の実施例１のステアリング装置の要部の正面図である。
【図５】組み付けされたガイドブラケットの正面図である。
【図６】図４のＰ矢視図である。
【図７】図４のＱ矢視図である。
【図８】図４のＡ－Ａ断面図である。
【図９】二次衝突してコラムが車体前方側のコラプス移動端までコラプス移動した状態を
示す図７相当図である。
【図１０】図５のＢ－Ｂ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の実施例では、ステアリングホイールのチルト位置とテレスコピック位置の両方の
調整を行うチルト・テレスコピック式のステアリング装置に本発明を適用した例について
説明する。
【実施例】
【００１２】
　図１は本発明の実施例１のステアリング装置の全体斜視図であり、コラムアシスト型ラ
ックピニオン式パワーステアリング装置である。図１に示すコラムアシスト型ラックピニ
オン式パワーステアリング装置は、ステアリングホイール１０１の操作力を軽減するため
に、コラム１０５に取付けた電動アシスト機構１０２の操舵補助力をステアリングシャフ
トに付与し、中間シャフト１０６を介して、ラックピニオン式のステアリングギヤ１０３
のラックを往復移動させ、タイロッド１０４を介して舵輪を操舵する方式のパワーステア
リング装置である。
【００１３】
　図２は本発明の実施例１のステアリング装置の要部を車体上方側から見た斜視図、図３
はガイドブラケット単体の斜視図である。図４は組み付けされたガイドブラケットの正面
図である。図５は本発明の実施例のステアリング装置の要部の正面図である。図６は図４
のＰ矢視図である。図７は図４のＱ矢視図である。
図８は図４のＡ－Ａ断面図である。図９は二次衝突してコラムが車体前方側のコラプス移
動端までコラプス移動した状態を示す図７相当図である。
【００１４】
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　図２から図９に示すように、コラム１０５は、アウターコラム４２と、アウターコラム
４２の車体前方側（図５の左側）のインナーコラム４６で構成され、車体後方側にステア
リングホイール１０１が装着されたステアリングシャフト４１が、円筒状のアウターコラ
ム４２に回転可能に軸支されている。アウターコラム４２は、上部車体取付けブラケット
（車体取付けブラケット）２１のチルト調整用長溝２６、２６に案内されて、チルト調整
可能である。チルト調整用長溝２６、２６は、上部車体取付けブラケット２１の側板２１
ｂ、２１ｂに形成されている。
【００１５】
　アウターコラム４２の車体前方側（図５の左側）には、インナーコラム４６が軸方向に
テレスコピック移動可能に内嵌し、インナーコラム４６の車体前方側には、電動アシスト
機構（電動パワーステアリング）１０２が取付けられている。この電動アシスト機構１０
２は、車体１１に固定された下部車体取付けブラケット４４に、チルト中心軸４５を中心
としてチルト可能に軸支されている。
【００１６】
　また、アウターコラム４２の下面には、アウターコラム４２の内周面（図８参照）４２
１に貫通するスリット４２２が形成されている。さらに、アウターコラム４２は、長軸方
向がアウターコラム４２の軸心に平行（図８の紙面に直交する方向）に延在するように形
成されたテレスコピック調整用長溝４２３、４２３を備えている。
【００１７】
　チルト調整用長溝２６、２６、及び、テレスコピック調整用長溝４２３、４２３には、
図８の左側から締付けロッド５１が挿通されている。この締付けロッド５１の左側（図８
の左側）の外周には、固定カム５２、可動カム５３、操作レバー５４がこの順で外嵌され
ている。この締付けロッド５１の右端（図８の右側）には、調整ナット５５が外嵌され、
調整ナット５５の内径部に形成された雌ねじが、締付けロッド５１の右端に形成された雄
ねじ５６にねじ込まれて、調整ナット５５の左端面が右側の側板２１ｂの外側面に当接し
ている。
【００１８】
　可動カム５３の左端面に操作レバー５４が固定され、この操作レバー５４によって一体
的に操作される可動カム５３と固定カム５２によって、カムロック機構が構成されている
。
【００１９】
　操作レバー５４の揺動操作で、上部車体取付けブラケット２１の側板２１ｂ、２１ｂで
、アウターコラム４２の側面を締付ける。この締付け操作によって、アウターコラム４２
を上部車体取付けブラケット２１にクランプ／アンクランプし、アンクランプ時にアウタ
ーコラム４２のチルト位置の調整を行う。また、この締付け操作によって、アウターコラ
ム４２の内周面４２１が縮径して、アウターコラム４２をインナーコラム４６の外周面に
クランプ／アンクランプし、アンクランプ時にアウターコラム４２のテレスコピック位置
の調整を行う。
【００２０】
　電動アシスト機構１０２の車体前方側の出力軸（図４参照）４３は、中間シャフト１０
６を介して、ステアリングギヤ１０３のラック軸に噛み合うピニオンに連結されて、ステ
アリングホイール１０１の回転操作を操舵装置に伝達している。
【００２１】
　上部車体取付けブラケット２１は車体１１に固定される。車体１１と上部車体取付けブ
ラケット２１との取付け構造は、上部車体取付けブラケット２１の上部のフランジ部２１
ａ、フランジ部２１ａに形成された左右一対の二個の切欠き溝（図９参照）２３、２３、
切欠き溝２３、２３の左右両側縁部に嵌め込まれたカプセル２４、２４から構成され、ア
ウターコラム４２の軸心に対して、車幅方向（図６、図７の上下方向）に対称な構造を有
している。フランジ部２１ａの車体前方側端面２１１には、車幅方向の全幅にわたって、
車体下方側にＬ字形に折り曲げた折り曲げ部２１ｃが形成されて、上部車体取付けブラケ
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ット２１の剛性を大きくしている。
【００２２】
　上部車体取付けブラケット２１及びアウターコラム４２は、金属等の導電性材料で構成
されており、切欠き溝２３、２３は、フランジ部２１ａの車体後方側に開口している。切
欠き溝２３、２３には、金属（アルミニウム、亜鉛合金ダイカスト等の軽合金）等の導電
性材料で構成されたカプセル２４、２４が嵌め込まれ、カプセル２４、２４は、各々４本
の剪断ピン（連結手段）２４ｃによって、フランジ部２１ａに結合されている。また、カ
プセル２４、２４は、長溝状のボルト孔２４ｄに挿通したボルト２５、及び、ナット（図
８参照）２７によって、車体１１に固定されている。
【００２３】
　二次衝突時の衝撃で運転者がステアリングホイール１０１に衝突し、車体前方側に強い
衝撃力が加わると、剪断ピン２４ｃが剪断し、上部車体取付けブラケット２１のフランジ
部２１ａがカプセル２４から離脱して、車体前方側（図４、６、７の左側）にコラプス移
動する。すると、アウターコラム４２がインナーコラム４６に沿って車体前方側にコラプ
ス移動し、衝突時の衝撃エネルギーを吸収する。図４に示すコラプス移動距離Ｌ１だけア
ウターコラム４２がコラプス移動すると、アウターコラム４２の車体前方側端面４２４が
、電動アシスト機構１０２の車体後方側端面１０２ａに当接して、コラプス移動が終了す
る。
【００２４】
　図８に示すように、カプセル２４には、上側挟持板２４ａと下側挟持板２４ｂが形成さ
れ、上側挟持板２４ａと下側挟持板２４ｂとの間にフランジ部２１ａが挿入されて、切欠
き溝２３、２３の左右両側縁部を、上側挟持板２４ａと下側挟持板２４ｂが挟持する。
【００２５】
　カプセル２４には、上側挟持板２４ａと下側挟持板２４ｂとを連結する連結部２４ｅが
形成されている。連結部２４ｅの車幅方向の両側面が、切欠き溝２３の車幅方向の両側面
に挟み込まれている。上側挟持板２４ａと下側挟持板２４ｂの車幅方向の寸法よりも、連
結部２４ｅの車幅方向の寸法は小さく形成されている。連結部２４ｅの車幅方向の外側面
２４１は、車体後方側（図７の右方）がアウターコラム４２の軸心に平行で、車体前方側
（図７の左方）がアウターコラム４２の軸心に接近する方向に傾斜した傾斜面に形成され
ている。
【００２６】
　また、連結部２４ｅの車幅方向の内側面２４２は、車体後方側（図７の右方）がアウタ
ーコラム４２の軸心に平行で、車体前方側（図７の左方）がアウターコラム４２の軸心か
ら離反する方向に傾斜した傾斜面に形成されている。すなわち、連結部２４ｅの車幅方向
の寸法は、車体前方側（図７の左方）の幅が最も狭く、車体後方側（図７の右方）に向か
って幅が徐々に広くなり、その後、一定の幅に形成されている。
【００２７】
　フランジ部２１ａには、連結部２４ｅ、２４ｅの車幅方向の外側面２４１、２４１の形
状に沿って、切欠き溝２３、２３の車幅方向の外側面２３１、２３１が形成されている。
またフランジ部２１ａには、連結部２４ｅ、２４ｅの車幅方向の内側面２４２、２４２の
形状に沿って、切欠き溝２３、２３の車幅方向の内側面２３２、２３２が形成されている
。
【００２８】
　そのため、上部車体取付けブラケット２１のコラプス移動時には、切欠き溝２３、２３
の車幅方向の外側面２３１、２３１、車幅方向の内側面２３２、２３２は、連結部２４ｅ
、２４ｅの車幅方向の外側面２４１、２４１、車幅方向の内側面２４２、２４２から離脱
して、車体前方側に移動する。
【００２９】
図３に示すように、ガイドブラケット７０は、車体前方延長部７２が離脱したコラム１０
５を支えることが可能な厚さの平板をプレス成形したものであり、ボルト挿通孔７１ａ、



(6) JP 6020206 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

及び略直角に曲げられた折り曲げ部７３を有し、折り曲げ部７３とボルト挿通孔７１ａの
間には、円筒部７４が設けられている。
【００３０】
カプセル２４はアルミニウム、亜鉛合金ダイカスト等の軽合金で成型される。ボルト孔２
４ｄの車両後方側に、カプセル２４の底面に開口しているテーパー状の孔２４ｆを有しダ
イカスト成形で一体的に成形している。
【００３１】
図１０に示すように、ガイドブラケット７０に設けられた円筒部７４は、カプセル２４に
設けられた孔２４ｆに挿入され、圧入もしくはカシメによってカプセル２４に固定される
。
【００３２】
孔２４ｆはガイドブラケット７０側が小径孔のテーパー状に成形されているので、円筒部
７４を圧入もしくはカシメで孔２４ｆに固定されるので脱落し難くなり、製品輸送時の外
力による脱落防止を確実なものにしている。
【００３３】
　図２から図７に示すように、ガイドブラケット７０、７０には、フランジ部２１ａの車
体前方側端面２１１よりも車体前方側に長く伸びる車体前方側延長部７２、７２が形成さ
れている。車体前方側延長部７２は、アウターコラム４２の軸心に平行で、フランジ部２
１ａの車体前方側端面２１１よりも車体前方側に、長さＬ２だけ突出して形成されている
。車体前方側延長部７２の長さＬ２は、図４のコラプス移動距離Ｌ１よりも若干長く形成
されている。
【００３４】
　図８に示すように、フランジ部２１ａの車体前方側端面２１１の折り曲げ部２１ｃには
、車体前方側延長部７２が挿通可能な矩形の切欠き孔２１ｄが形成され、この欠き孔２１
ｄを通して、車体前方側端面２１１から車体前方側延長部７２が車体前方側に突出してい
る。
【００３５】
　従って、上部車体取付けブラケット２１がコラプス移動距離Ｌ１だけ移動して、車体前
方側のコラプス移動端に達するまで、車体前方側延長部７２、７２に沿って、上部車体取
付けブラケット２１のフランジ部２１ａが案内される。そのため、上部車体取付けブラケ
ット２１のフランジ部２１ａは、カプセル２４、２４から脱落することなく、コラプス移
動端まで円滑にコラプス移動することができる。
【００３６】
　二次衝突時の衝撃で運転者がステアリングホイール１０１に衝突し、車体前方側に強い
衝撃力が加わると、上部車体取付けブラケット２１が車体前方側にコラプス移動して、剪
断ピン２４ｃが剪断する。剪断ピン２４ｃが剪断すると、カプセル２４とガイドブラケッ
ト７０は車体１１側に残り、上部車体取付けブラケット２１のフランジ部２１ａが車体前
方側にコラプス移動する。
【００３７】
　すると、図９に示すように、フランジ部２１ａの車幅方向の外側面２３１、２３１及び
車幅方向の内側面２３２、２３２は、連結部２４ｅ、２４ｅの車幅方向の外側面２４１、
２４１及び車幅方向の内側面２４２、２４２から離脱する。しかし、上部車体取付けブラ
ケット２１のフランジ部２１ａは、車体前方側延長部７２、７２に沿って、車体前方側の
コラプス移動端に達するまで案内される。
【００３８】
　そのため、上部車体取付けブラケット２１はガイドブラケット７０、７０から脱落する
ことなく、コラプス移動距離Ｌ１だけ、コラプス移動端まで円滑にコラプス移動すること
ができる。従って、図示しない衝撃エネルギー吸収部材が塑性変形して、衝突時の衝撃エ
ネルギーを円滑に吸収し、運転者の安全を確実に確保することができる。また、上部車体
取付けブラケット２１がガイドブラケット７０、７０から脱落しないため、二次衝突後に
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おいても、ステアリングホイール１０１の操作が可能となるため、車を操縦して、安全な
場所に退避する等の運転操作を行うことができる。
【００３９】
　上記実施例では、車体前方側への所定の衝撃力でカプセルから離脱可能に、フランジ部
をカプセルに連結する連結手段として剪断ピンを使用しているが、剪断ピンの代わりに、
カプセルとフランジ部を圧入によって結合し、フランジ部がこの圧入部でカプセルから離
脱し、車体前方側にコラプス移動するようにしてもよい。また、上記実施例では、チルト
／テレスコピック式のステアリング装置に本発明を適用した例について説明したが、テレ
スコピック位置だけの調整が可能なテレスコピック式のステアリング装置、チルト位置も
テレスコピック位置も調整できないステアリング装置に適用してもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　１０１　ステアリングホイール
　１０２　電動アシスト機構
　１０３　ステアリングギヤ
　１０４　タイロッド
　１０５　コラム
　１０６　中間シャフト
　１１　　車体
　２１　　上部車体取付けブラケット（車体取付けブラケット）
　２１１　車体前方側端面
　２１ａ　フランジ部
　２１ｂ　側板
　２１ｃ　折り曲げ部
　２１ｄ　切欠き孔
　２３　　切欠き溝
　２３１　車幅方向の外側面
　２３２　車幅方向の内側面
　２４　　カプセル
　２４ａ　上側挟持板
　２４ｂ　下側挟持板
　２４ｃ　剪断ピン
　２４ｄ　ボルト孔
　２４ｅ　連結部
　２４ｆ　孔
　２４１　車幅方向の外側面
　２４２　車幅方向の内側面
　２５　ボルト
　２６　チルト調整用長溝
　２７　ナット
　４１　ステアリングシャフト
　４２　アウターコラム
　４２１　内周面
　４２２　スリット
　４２３　テレスコピック調整用長溝
　４２４　車体前方側端面
　４３　出力軸
　４４　下部車体取付けブラケット
　４５　チルト中心軸
　４６　インナーコラム
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　５１　締付けロッド
　５２　固定カム
　５３　可動カム
　５４　操作レバー
　５５　調整ナット
　５６　雄ねじ
　７０　ガイドブラケット
　７１ａ　ボルト挿通孔
７２　車体前方側延長部
７３　折り曲げ部
７４　円筒部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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